
福岡県中小企業雇用環境改善支援センター事業

人材の確保・定着・育成に悩む企業

ご相談内容に応じて適切な支援メニューをご紹介いたしますので、下記お問い合わせ先にご連絡くだ
さい。

福岡県中小企業雇用環境改善支援センター
〒810－0001　福岡市中央区天神1－4－2　エルガーラオフィス11階
TEL：092－739－8733　FAX：092－725－1776　URL：https://www.koyo-kaizen.fukuoka.jp

・人手不足や早期離職等でお悩みの企業を対象に雇用環境の改善を支援するため、専門のアドバイザ
ーが人材採用、就業規則や賃金体系など雇用管理の見直し、人材育成、雇用管理改善に資する各種
助成金制度の紹介と活用等をアドバイスします。
・企業の課題に応じ、支援機関の紹介も行います。

・多様な人材の活用や社員満足度の向上、人事評価制度の運用等、人材に関する課題の解決に資する
セミナーを開催します。
・また、参加企業同士で交流できるよう、グループワークを併せて実施します。

・個別相談等支援企業を対象とした合同会社説明会を開催し、人材採用ノウハウを発揮する機会を提
供します。

（１）個別相談

（２）企業向けセミナー

（３）支援企業向け合同会社説明会

社会保険労務士等による人材確保・定着・育成に関する助言を無料で受けることができます。
また、雇用環境の改善に関するセミナーや合同会社説明会も実施しています。

対象者

活用方法

内　容

お問い合わせ先

人材を確保・育成したい、人材を定着させたい
ユースエール認定企業

認定基準を満たす中小企業（常時雇用する労働者が300人以下の事業主）
【主な認定基準】※この他にも認定基準があります。

1 学卒求人など、若者対象の正社員の求人申込みまたは募集を行っていること
2 若者の採用や人材育成に積極的に取り組む企業であること

３
右の要件を
すべて満たし
ていること

・「人材育成方針」と「教育訓練計画」を策定していること
・直近３事業年度の新卒者などの正社員として就職した人の離職率が20％以下※1

・前事業年度の正社員の月平均所定外労働時間が20時間以下かつ、月平均の法定
時間外労働60時間以上の正社員が１人もいないこと

・前事業年度の正社員の有給休暇の年間付与日数に対する取得率が平均70％以上
又は年間取得日数が平均10日以上

・直近３事業年度で男性労働者の育児休業等取得者が１人以上又は女性労働者の
育児休業等取得率が75％以上

※1　直近３事業年度の採用者数が３人または４人の場合は、離職者数が１人以下であれば可とします。

 ユースエール認定企業になると、以下のメリットがあります。

ユースエール認定企業になるには、福岡労働局へ申請が必要です。
認定基準を満たしていることを確認した後、福岡労働局から認定通知書を交付します。
詳しい認定基準、手続き方法などについては、福岡労働局のホームページをご覧ください。

（福岡県内のユースエール認定企業も、福岡労働局ホームページで確認できます。）
◎ https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-
　roudoukyoku/jirei_toukei/shokugyou_shoukai/newpage_00414.html

厚生労働省福岡労働局　職業安定部職業安定課　若年雇用対策係
TEL：092－434－9802

ハローワーク
などで重点的
PRを実施

労働局主催の
就職面接会などへの
優先参加が可能

日本政策緊急公庫による
融資制度

公共調達における
加点評価

一部地方公共団体における
優遇措置

自社の商品、広告
などに認定マークの
使用が可能

若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業を、若者雇用促進法に基づき
厚生労働大臣が「ユースエール認定企業」として認定しています。

対象者

支援内容

認定企業になるには

お問い合わせ先

若者の採用・育成を支援してほしい
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